２つの使用許諾契約が、下記に提示されます。

１．ソフトウェア製品評価使用許諾契約書
２．ソフトウェア製品使用許諾契約書

お客様が自己の業務処理（評価、テスト、試行以外）を目的に本プログラム及びドキュメント（マニュアル等の文書をいう。）（本プログラム及びドキュメントを併せて、以下「本ソフトウェア」という。）を取得する場合は、下記の「同意する」をクリックすることにより、ソフトウェア製品使用許諾契約書に同意するものとします。
お客様が評価、テスト、試行（以下「評価」と総称します。）を目的として本ソフトウェアを取得する場合は、下記の「同意する」をクリックすることにより、お客様はソフトウェア製品評価使用許諾契約書およびソフトウェア製品使用許諾契約書に何ら変更を加えることなく同意するものとします。 

ソフトウェア製品評価使用許諾契約書およびソフトウェア製品使用許諾契約書は同時に効力を持つことはなく、互いに独立しています。
ソフトウェア製品評価使用許諾契約書
株式会社アイ・ティー・ワン
株式会社アイ・ティー･ワン（以下「IT-ONE」という。）は、お客様に対して、本評価使用許諾契約書に従い、本ソフトウェアの譲渡不能な非独占的使用権を許諾します。
本評価使用許諾契約書は、本ソフトウェアの使用に係るお客様とIT-ONE間の完全な合意であり、書面又は口頭を問わず、全ての事前の提案、説明、お客様とIT-ONE間の合意に優先します。
１．使用権
（１）お客様は、お客様の社内における評価の目的でのみ、本プログラムを試用または購入検討の試用として使用（プログラムについては、電子計算機で実行し、又は電子計算機に記憶、転送若しくは表示することをいい、ドキュメントについては、それを読むことをいう。以下同じ。）することができ、バックアップの目的も含め、３本を越えない数の本プログラムの複製物を作成、使用することができます。この場合お客様は、複製物の全てに、本ソフトウェアに付けられているものと同様の著作権表示をしなければなりません。
（２）本プログラムには、評価期間の満了をもって自動的に使用不可能になる機能を有します。お客様は、この自動使用停止機能および本プログラムを変更しないものとします。
（３）評価期間は、お客様がこの使用条件に同意されたときに開始し、本プログラムの自動使用停止日に終了します。お客様は、評価期間終了後 10 日以内に、本プログラムおよび本プログラムから作成されたすべての複製物を破棄するものとします。但し、評価期間終了後も、お客様が本プログラムを保持できる旨IT-ONEが明記し、お客様が本プログラムを保持することを選択した場合は、この限りではありません。評価期間終了後も、お客様が本プログラムを保持できる旨IT-ONEが明記し、お客様が本プログラムを保持することを選択した場合、お客様にはその時点で別の使用許諾契約が提供されます。
（４）お客様は、本ソフトウェアについて、次に定めることを行ってはなりません。
ア．製品表示、著作権表示、その他の注意文言、又は財産権に基づく制限事項を削除又は変更すること
イ．前（１）号に定める範囲外の複製又は改変をすること
ウ．IT-ONEの書面による事前承諾なく、第三者に移転、販売、譲渡その他の処分をすること
エ．IT-ONEの書面による事前承諾なく、再使用許諾、貸与、第三者に対する研修その他方法の如何を問わず、第三者に使用させること
オ．リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルをすること
２．知的財産権
本ソフトウェアは、著作権法、ベルヌ条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律及び条約によって保護されています。お客様は、本ソフトウェアを使用する権利を付与されたに過ぎず、本約款に定める以外に、本ソフトウェアに係る如何なる権利も、明示的に又は黙示的に付与されていません。本ソフトウェアに係る知的財産権を含む一切の権限、権利は、本約款に明示あるものを除き、IT-ONEがこれを有します。
３．保証
法規に反する場合を除き、IT-ONEは本プログラムを特定物として現存するままの状態で提供し、本プログラムまたは技術サポート（提供される場合）について、法律上の瑕疵担保責任を含め、第三者の権利の不侵害の保証、本プログラムがエラーや中断が無く稼動すること、及びエラーが全て是正されること、特定目的適合性の保証を含む明示的又は黙示的な保証を一切行いません。
４．責任

（１）如何なる場合においても、IT-ONEおよび本ソフトウェアの販売会社は、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生じる損害に関して、一切の責任を負いません。
（２）IT-ONEおよび本ソフトウェアの販売会社は、間接損害、特別損害（IT-ONEが損害の可能性を知らされていた場合を含む。）、第三者からの請求に基づく損害、又は逸失利益の喪失、事業の中断、データ若しくはデータの使用機会喪失による損害について、何等責任を負いません。
５．使用権の終了
お客様が本ソフトウェアの使用権の設定に係る義務の一に違反した場合、IT-ONEは、他の権利を害することなく、且、何等義務を負うことなく、お客様の使用権を終了させることができます。この場合お客様は、速やかに本ソフトウェア及びその複製物（併せて以下「本ソフトウェア等」という。）の全てをIT-ONEに返還若しくは破棄しなければならず、且、IT-ONEが被った損害を賠償しなければなりません。
６．その他

（１）お客様は、IT-ONEの書面による事前承諾なく、本ソフトウェアに係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせ、又は担保に供してはなりません。
（２）本ソフトウェアに係る紛争については、東京地方裁判所のみを第一審の専属的管轄裁判所とします。
ソフトウェア製品使用許諾契約書

株式会社アイ・ティー･ワン
株式会社アイ・ティー･ワン（以下「IT-ONE」という。）は、お客様に対して、本使用許諾契約書に従い、本ソフトウェアの譲渡不能な非独占的使用権を許諾します。
本使用許諾契約書は、本ソフトウェアの使用に係るお客様とIT-ONE間の完全な合意であり、書面又は口頭を問わず、全ての事前の提案、説明、お客様とIT-ONE間の合意に優先します。
１．使用権
（１）お客様は、自己の業務処理の目的に限り、本プログラムを１台の電子計算機（仮想マシンについては、１台の仮想マシンごとに、１台の電子計算機とする。以下同じ。）において、又、ドキュメントをIT-ONEから提供されたものに限り、使用（プログラムについては、電子計算機で実行し、又は電子計算機に記憶、転送若しくは表示することをいい、ドキュメントについては、それを読むことをいう。以下同じ。）することができます。本プログラムを１台を超える電子計算機において使用する場合は、新たにIT-ONEから使用許諾を受けなければなりません。本プログラムを１台を超える電子計算機にインストールする場合は、インストールされた電子計算機が１台になるまで、他の電子計算機の本プログラムを消去しなければなりません。
（２）本ソフトウェアの使用権は、本ソフトウェアの引渡し日よりお客様に帰属します。
（３）お客様は、本ソフトウェアのバックアップの目的に限り、本ソフトウェアの複製を1部作成することができます。この場合お客様は、複製物の全てに、本ソフトウェアに付けられているものと同様の著作権表示をしなければなりません。
（４）お客様は、本ソフトウェアについて、次に定めることを行ってはなりません。
ア．製品表示、著作権表示、その他の注意文言、又は財産権に基づく制限事項を削除又は変更すること
イ．前号に定める範囲外の複製又は改変をすること
ウ．IT-ONEの書面による事前承諾なく、第三者に移転、販売、譲渡その他の処分をすること
エ．IT-ONEの書面による事前承諾なく、再使用許諾、貸与、第三者に対する研修その他方法の如何を問わず、第三者に使用させること
オ．リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブルをすること
２．知的財産権
本ソフトウェアは、著作権法、ベルヌ条約をはじめ、その他の知的財産権に関する法律及び条約によって保護されています。お客様は、本ソフトウェアを使用する権利を付与されたに過ぎず、本約款に定める以外に、本ソフトウェアに係る如何なる権利も、明示的に又は黙示的に付与されていません。本ソフトウェアに係る知的財産権を含む一切の権限、権利は、本約款に明示あるものを除き、IT-ONEがこれを有します。
３．保証
（１）本ソフトウェアにIT-ONEの責に帰すべき事由による重大な瑕疵が発見された場合は、引渡し日から6ヶ月以内にIT-ONEに対してその瑕疵の内容を記載した書面による請求があったときに限り、IT-ONEは、IT-ONEの判断に基づき、修補、交換、又は代金返還の何れかにより対応します。但し、当該瑕疵が、天災、事故、第三者の行為、誤用その他正常な条件によらない使用、落下その他の衝撃、改造その他不適切な取扱い、本ソフトウェア以外の製品の欠陥、お客様の故意又は過失、その他IT-ONEの責に帰さない事由により生じた場合は、この限りではありません。
（２）IT-ONEは、本プログラムがエラーや中断が無く稼動すること、及びエラーが全て是正されることを保証しません。
（３）本項（保証）所定のものが本ソフトウェアに係る唯一の保証であり、商品性、及び特定目的への適合性を含め、IT-ONEは、本項（保証）以外の明示的又は黙示的な保証を一切行いません。
４．知的財産権侵害
（１）本ソフトウェアが日本国における著作権を侵害するものとして第三者よりお客様に対して申立てがなされた場合、お客様が本ソフトウェアの使用権の設定に係る義務に違反していないこと、速やかにIT-ONEに対して当該申立ての事実及び内容を通知すること、及び紛争解決の実質的権限をIT-ONEに与えると伴にIT-ONEに必要な援助を継続して行うことを条件として、IT-ONEは、IT-ONEの費用でお客様を防御し、確定したお客様の当該第三者に対する損害賠償額を支払います。但し、当該申立てがお客様の責に帰する場合、又は本ソフトウェアをIT-ONEが著作権を有しない製品と組み合わせたことに基づく場合は、この限りではありません。
（２）前号の申立てがなされた場合、又はその虞があるとIT-ONEが判断した場合は、IT-ONEはその選択により、お客様のために本ソフトウェアを継続使用できる権利を取得するか、侵害とならないよう本ソフトウェアを変更するかの何れかの措置をとることができ、お客様はこれを拒むことができません。
（３）第三者の知的財産権侵害に対するIT-ONEの責任は、請求原因の如何に拘わらず、本項（知的財産権侵害）所定のものに限られます。
５．責任

（１）如何なる場合においても、IT-ONEおよび本ソフトウェアの販売会社は、本ソフトウェアの使用又は使用不能から生じる損害に関して、本約款に明示あるものを除き、一切の責任を負いません。
（２）IT-ONEおよび本ソフトウェアの販売会社は、間接損害、特別損害（IT-ONEが損害の可能性を知らされていた場合を含む。）、第三者からの請求に基づく損害、又は逸失利益の喪失、事業の中断、データ若しくはデータの使用機会喪失による損害について、何等責任を負いません。
（３）本ソフトウェアに係るIT-ONEおよび本ソフトウェアの販売会社の責任は、債務不履行、不法行為その他請求原因の如何に拘わらず、如何なる場合においても、本ソフトウェアの使用権設定についてお客様が実際に支払った金額を上限とします。
６．使用権の終了
お客様が本ソフトウェアの使用権の設定に係る義務の一に違反した場合、IT-ONEは、他の権利を害することなく、且、何等義務を負うことなく、お客様の使用権を終了させることができます。この場合お客様は、速やかに本ソフトウェア及びその複製物（併せて以下「本ソフトウェア等」という。）の全てをIT-ONEに返還若しくは破棄しなければならず、且、IT-ONEが被った損害を賠償しなければなりません。
７．その他

（１）お客様は、IT-ONEの書面による事前承諾なく、本ソフトウェアに係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせ、又は担保に供してはなりません。
（２）本ソフトウェアに係る紛争については、東京地方裁判所のみを第一審の専属的管轄裁判所とします。
